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①民間団体による取組



地域医療を守るための民間の取組（医師の働き方に着目したもの）

○ 地域医療を守るための民間の取組は多くあるが、そのうち、医師の働き方に着目した活動としては以下のよ
うなものが挙げられる。

「県立柏原病院の小児科を守る会」
の活動

「西脇小児医療を守る会」
の活動

「一般社団法人 知ろう小児医療守ろう
子ども達の会」の活動

概
要

• 丹生 裕子代表
• 2007年～

• 富永 なおみ代表
• 2008年～

• 阿真 京子代表
• 2007年～（法人化は2012年）

活
動
の
き
っ
か
け
、
経
過

 兵庫県丹波市における、県立柏
原（かいばら）病院の小児科にお
いて、２名の医師のうち１名が勤
務負担のために退職するとの報
道をきっかけに、子育て中の母親
が活動開始。

 自分たちでできることをするとい
う考えから、スローガンを作成。
１．コンビニ受診を控えよう
２．かかりつけ医を持とう
３．お医者さんに感謝の

気持ちを伝えよう

 活動開始後、この小児科の時間
外受診者数が半減。

 子どもの体調異変時の受診の目
安を示したフローチャートを作成
する等様々な活動を展開。

 子育て支援活動の中で、市立西脇病
院の小児科医が一人になり、入院診
療ができなくなっていることを知った母
親が、現状を一人でも多くの人に知っ
てもらい、医師の負担を少しでも減ら
そうと活動を開始。

 子育て中の保護者に、小児医療の現
状や医師不足の原因、子どもの病気
への対処法や予備知識を伝える「スタ
ディママ勉強会」を開催。

 西脇市多可郡医師会が主導する地域
医療再生の動きともつながり、地域を
挙げた活動となっている。

 こうした活動により、深夜の軽症での
病院受診が減少。

 小児の救急外来の混雑、多忙な医
療従事者の様子を目の当たりにし
たことをきっかけに、小児の休日・
夜間外来の９割以上が入院の必要
のない軽症であることを知る。

 保護者が子どもの病気について知
り、医療のかかり方を学ぶ機会を
作るため、様々な角度から活動。
講座や研修の開催のほか、講座を
開催するためのノウハウの提供も
実施。

第６回医師の働き方改革に関す
る検討会 資料３ （平成30年1

月15日） 一部加筆

※ このほか、静岡県富士宮市、宮崎県延岡市等の市民団体や、「地域医療を育てる会」などのNPO法人等が同様の活動を行っている。
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②企業による取組
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従業員や家族等が医療にかかりやすい働き方を導入する民間企業の取組例➀

株式会社 東邦銀行

企業概要

〔事業内容〕銀行業

〔本社所在地〕福島県福島市

〔従業員数〕２１６７名（２０１８年３月時点）

休暇制度の概要

○積立特別休暇：最大積立可能日数：１２０日（６ヶ月の休暇取得が可能）

・取得可能となるケース（１９９５年に私傷病・ボランティアを対象に導入し２０１５年に取得事由を拡大、１日単位での取得も可能）

①私傷病 ②ボランティア ③育児介護 ④イクまご（孫の育児）

○介護休業制度（法定制度）

法定の対象家族一人につき９３日を超える１介護通算３年まで取得可能（分割取得回数上限なし）

その他の制度・

サポート・工夫

・柔軟な短時間勤務制度

勤務時間を「１日４時間・５時間・６時間、週４日」から選択可能（銀行が必要と認めた期間取得可能）

・フレックスタイム制

コアタイムがなく、非常に柔軟な働き方が可能

・休暇制度の適切な周知

制度の充実とともに、休暇制度を必要としている人が適切に制度を利用できるよう周知を図っている。

休暇制度を利用

された社員の方

の声

○女性社員（これまでに介護休業制度、傷病休暇を利用）

・介護休業制度

→ご主人が病気になった際に１年取得。その後再発したため、さらに半年の休業を分割取得。退職も考えたが、十分な期間安心し

て休むことができたので、心にゆとりができた。

・積立特別休暇（傷病休暇で取得）

→ご自身の手術で１ヶ月、入院で１ヶ月取得。突然のことだったため、仕事を辞めることも考えたが、休暇制度のおかげで仕事を続

けることができた。
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従業員や家族等が医療にかかりやすい働き方を導入する民間企業の取組例②

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント セイコーエプソン株式会社

企業概要

〔事業内容〕人材紹介事業

〔本社所在地〕東京都千代田区神田

〔従業員数〕８７０名（２０１８年３月時点）

〔事業内容〕製造業

〔本社所在地〕長野県諏訪市

〔従業員数〕連結７２,４２０名、単体１２,５０２名（２０１８年３月時点）

休暇制度の

概要

○積立有給休暇制度

（社員が安心して働ける環境作りの促進を目的として２００５年より導入）

・最大積立可能日数：40日（２ヶ月の休暇が可能）

・取得可能となるケース：以下の①もしくは②により休職せざるを得ず、保有し
ている年次有給休暇を使用しても更に休職日数が発生する場合

①本人の傷病療養 ②家族の介護

・対象者：勤続年数３年を超える全社員

○子の看護休暇（法定制度）→毎月10人弱の社員が利用。

○健やか休暇
（１９９０年に「医療休暇」として開始し、２００７年に取得事由に育児を追加、
２００９年に半日でも取得可能になった）

・最大積立可能日数：60日（有給休暇と併せて５ヶ月の休暇取得が可能）

・取得可能となるケース

①私傷病 ← 半日取得が可能になり、通院の際にも利用しやすくなった。

②育児

③介護

その他の制度・

サポート・工夫

・社員に対する教育

→利用する社員に対しては、制度が何のためにあるのか、利用する際に
は効率よく仕事をすること等を定期的に教育。

→管理職の社員に対しては、マネジメントのためのガイドラインを作成。

〈ガイドライン抜粋〉「本人のコントロールが及ばない事由で、突発的な休
み、遅刻、早退等が他社員より増えます。
日頃から協力できる体制、雰囲気作りを本人およびメンバーに対して働きかけ
る必要があります。」

・時短勤務

勤務時間を「５時間45分・６時間・６時間30分・７時間・８時間」から選択可能。

時短勤務をしている社員は特に効率よく仕事をこなしている。

・私傷病休職

年休（２ヶ月）＋健やか休暇（３ヶ月）＋欠勤（３ヶ月）を経てもなお休む必要がある

場合に利用。勤続年数によって取得期間が異なる。

休暇制度の利

用した社員の

方の声・利用

状況

○女性社員（４月に育休より復職してから３回「子の看護休暇制度」を利用）

〈利用する際に工夫した点〉

・在宅勤務ができる環境を整えた。

・チーム内で業務の共有をすることで、代理対応を可能に。

○メンタル系の病気で利用する社員が多い。

→メンタル系の病気の場合、復職してもまた休んでしまうことも多いため、
まとまった期間休暇を取ってもらうように促している。

○健やか休暇の前身である医療休暇が１９９０年にできてから時が経ち、制
度が自然と定着していった。

○健やか休暇は疾病等に関する休暇であり、その必要性の高さを普及して
いったことで、制度に対する理解が深まっていった。
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③保険者による取組



医療のかかり方に関する保険者の取組例（協会けんぽ）

〇 医療費適正化の観点から、ホームページや広報誌、社会保険料納入告知書に同封する書面等において、
①「かかりつけ医」をもち、「かかりつけ医」を受診すること、
②「ハシゴ受診」は大きな無駄につながること、
③時間外受診は割増料金であり、やむを得ない場合を除き時間外受診を控えること、
④子どもが軽い症状で、受診の迷った際はまず「小児救急電話相談（#8000）」を利用すること、
⑤適正受診は健康保険財政の改善につながること 等を訴求。
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医療のかかり方に関する保険者の取組例（栗田健康保険組合）

9

〇 ホームページにおいて、適正受診は、医療費の無駄を抑え、医療費
の自己負担を節約するにとどまらず、健康保険料上昇の抑制につなが
ることを伝えたうえで、以下の点を訴求。

①「かかりつけ医」をもち、日常よくある病気のときは、まず「かかりつけ
医」を受診すること

②同じ病気で複数の医療機関を受診するのはお金だけでなく、体にも負
担がかかること
・初診料の重複、・検査の重複による体の負担、・薬の重複

③時間外受診は必要時以外控えること
・時間外は割増料金がかかる、・休日、夜間は救急を要する患者のため

④子どもの医療費自己負担０円は、医療費がかからないわけではない



医療のかかり方に関する保険者の取組例（MBK連合健康保険組合）

〇 被保険者向けに、「健康保険と医療のガイド」を発行してお
り、その中で適正受診のすすめを訴求

○ 適正受診が必要な理由を「医療費が増え続ければ、自己
負担割合や保険料の引き上げというかたちではね返ってくる
ことにもなる」と説明

10
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④自治体による普及・啓発



医療機関で患者・家族に「医師の働き方改革」の取組を説明しやすい環境の整備について

〇 厚生労働省において、国として、複数主治医制などのチーム対応や、診療日・時間内の診療を進めていることを明らかにし
た患者・家族向けのリーフレットを作成し、厚生労働省のウェブサイトに掲載してはどうか。

〇 こうすることで、各医療機関において、そのリーフレットをダウンロードし、患者・家族に「医師の働き方改革」を踏まえた対応
を行っている旨を説明しやすい環境を整備していくこととしてはどうか。

〇 さらには、本リーフレットを、国民全体への普及・啓発にも活用できるようにしてはどうか。

〇 このリーフレットの作成に向けては、医療関係者、患者団体等様々な関係者が会する場において、患者・家族へのわかりや
すさ、医療機関における使いやすさなどの観点や、受診抑制につながらないような配慮の必要性を踏まえて検討を進めること
とし、秋ごろに取りまとめ、すぐに医療機関で利用してもらえるようにしてはどうか。

福
島
県
い
わ
き
市

「い
わ
き
市
地
域
医
療
を
守
り
育
て
る
基
本
条
例
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」よ
り

香
川
県
「地
域
医
療
を
守
る
た
め
の
宣
言
」よ
り

第８回 医師の働き方改
革に関する検討会資料
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宮崎県延岡市 兵庫県西脇市

条例名 延岡市の地域医療を守る条例 西脇市の地域医療を守る条例

制定年月日 平成21年9月29日 平成23年12月13日

制定の背景

・ 慢性的な医師不足、救急医療を担う医師の過酷な勤務環境等

を背景に、市民団体が立ち上がり、市と協働で啓発活動を実施し

た結果、県立延岡病院で夜間・休日に救急受診する患者が40%

近く減少。

・ こうした機運を高め、市民一人ひとりが健康保持に対する意識

を持つことが、結果的に地域医療を守ることにつながると認識を

してもらうために条例を制定。

・ 市民病院に勤務する小児科医が1人となり、入院医療の提供が

困難な状況に陥った際に、地元の子育て世代が中心となって「西

脇病院小児科を守る会」（現「西脇小児医療を守る会」）を立ち上

げ。

・ 医師会、商業連合会、市民が一丸となって地域医療を守る運動

が広がり、新たに小児科医が赴任するまでに至った。

・ これらを背景に、さらに政策の充実を図るべく、条例を制定。

条例の概要

・ 地域における医療提供体制を将来にわたって確保することを目

的とし、市・市民・医療機関の三者にそれぞれ責務や役割を課す。

・ 市には地域医療確保に資する施策の実行を、市民には医療機

関を適切に受診すること等を、医療機関には各機関ごとの連携

等を求める。

・ 市、市民、医療機関に責務を課しており、特に市民に対して具

体的に安易な夜間診察を控える等、適正な受診をすることを求め

ている。

条例制定の

効果

・ 市民への啓発活動の成果として、県立延岡病院の夜間休日患

者数が平成19年度のピーク時から平成24年度には半減した。
・ 市民及び医師会等において、地域医療を守る気運を醸成。

地域医療を守るための地方公共団体の取組例①

○ 地域医療を守るための市町村の取組例（条例の制定）

第８回 医師の働き方改
革に関する検討会資料
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福島県いわき市

条例名 いわき市地域医療を守り育てる基本条例

制定年月日 平成29年6月30日

制定の背景

・ 医師不足や医師の高齢化が深刻となる中、東日本大震災後、救急搬送件数が年間約1,000件以上も増加。市民全体が、地域医療

が抱える課題を正しく認識し、限りある医療資源を大切に活用していくための取組を進めることにより、将来にわたり安心して医療を受

け続けられるようにするために制定

条例の概要

・ 市・市民・医療機関に相互の連携と協力の下、地域医療を守ることにとどまらず、地域医療を育てていくことを基本理念として掲げる。

・ その上で、市・市民・医療機関のそれぞれが果たすべき役割を明記。

条例制定の

効果

・ 市民の役割を具体化した取り組みとして「か・き・く・け・こ」活動を呼びかけている。

※「かきくけこ」活動

「か」 かかりつけ医を持ちます！ 感謝の気持ちを伝えます！

「き」 救急車は適正に利用します！

「く」 薬は正しく飲みます！

「け」 検診を受けます！ 健康づくりをします！

「こ」 コンビニ受診はしません！

地域医療を守るための地方公共団体の取組例②

○ 地域医療を守るための市町村の取組例（条例の制定）

※ これらの他に奈良県(H21)、広島県尾道市(H22)、広島県府中市(H22)、宮崎県美郷町(H23)、島根県浜田市(H24)、宮崎県(H25)、
栃木県小山市(H26)、石川県加賀市(H27)、山口県周南市(H27)、新潟県阿賀野市(H27)、山形県真室川町(H28)、北海道根室市
(H28) などが同旨の条例を制定している。

第８回 医師の働き方改
革に関する検討会資料
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地域医療を守るための地方公共団体の取組例③

○ 地域医療を守るための都道府県の取組例

埼玉県医療を考えるとことん会議

設置年月日 平成２６年度

設置の背景

急増する人口に対する医療施設・人材が共に不足しており、救急医療をはじめ県民が求める医療サービスを十分に提供できてい

ないという状況や、急激に進む高齢化への対応、産科・小児科・小児救急などの医療体制を強化して安心して子育てできる体制を

構築する必要性等から、県民主体で医療について徹底的に議論する会議を設置。

会議の概要

学識経験者、市民団体代表、経済団体代表、保険者、大学生、ジャーナリストなど、幅広い人材が委員として参画している。

平成２６年１１月に以下の内容を柱とした提言をとりまとめ。

・ 救急医療を崩壊から「救う」ために

・ 住み慣れた「地域（我が家）」で最期まで暮らすために

・ 医療保険制度を「子や孫に引き継ぐ」ために

・ 医療の供給不足・地域格差を「解消」するために

・ 地域力を結集して埼玉の医療を「支える」ために

会議設置の効果

提言の内容が埼玉県の医療政策や県医師会の取り組みに活かされている。

県の政策に反映された例としては以下のものが挙げられる。

・ 大人の救急電話相談♯７０００と小児救急電話相談♯８０００を２４時間化。あわせて全国共通ダイヤル♯７１１９を導入

・ 平成２６年度から、重症患者の救急搬送受入照会が３回目となった場合に原則として断らずに受け入れる医療機関の指定を

開始し、平成２８年度から県全域をカバー

第８回 医師の働き方改
革に関する検討会資料
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地域医療を守るための地方公共団体の取組例④

○ 地域医療を守るための都道府県の取組例

香川県「地域医療を守るための宣言」

取組開始時期 平成20年度

背景

モンスターペイシェントやコンビニ受診による医療従事者の疲弊やそれに伴う医療現場の混乱が全国的に問題になる中で、身近

な地域で必要な医療を受けるために、「地域医療は地域の住民が守る」という県民一人ひとりの意識の醸成と、それに基づく行動

変容が当時から求められていた。（現在でも引き続き求められている。）

取組の概要

・ 「地域医療を守るための宣言」を策定し、ポスターを医療機関、関係団体等に配布【平成21年3月、平成27年3月】

・ 「香川の医療を守るために御協力ください」（チラシ）を作成し、医療機関や、小学校、幼稚園、保育園等へ配布【平成20年11月】

・ 小児向けに加え、一般向け「夜間救急電話相談事業」を全国に先駆けて開始【平成23年4月】するとともに、これらに関する各種

啓発グッズ（シール【平成22年4月】、冷蔵庫等に張り付けられるマグネット【平成27年12月】、財布やスマホカバーに挿入可能な

カード【平成30年4月】）を作成し、母子手帳交付時や乳幼児健診時に併せての配布や小学生への配布等を実施

・ 救急電話相談、地域医療を守る啓発等を掲載した折り込みチラシを、県広報誌（全戸配布）に挟み配布【平成24年以降、毎年】

・ 各種広報媒体による啓発（県広報誌、各市町広報誌、老人クラブ会報（老人家庭全戸配布）、新聞、ラジオ等）【随時】

取組の効果

・ 県内の多くの医療機関でポスターが掲示され、患者の目に触れる機会が増加 （医療機関から配布部数増の要望も多数有り）

・ 夜間救急電話相談事業の実施により、電話相談件数のうち、医療機関への受診を一旦回避した件数の割合は７割超

→ 県行政として受診のルールやマナーをポスターにて示したことで、医療現場では毅然とした対応が容易になったとの声有り

→ 上記の各種取組を通じたコンビニ受診の抑制に効果有り

第８回 医師の働き方改
革に関する検討会資料
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⑤#8000、#7119の取組



子ども医療電話相談事業（#8000）

○47 都道府県で実施 （平成 30年４月１日現在）

○実施日は地域の実状に応じた対応

○実施時間帯は概ね準夜帯 （19:00 ～23:00）をカバー

○携帯電話からも短縮番号「#8000」への接続が可能

 地域の小児科医師等による小児患者の保護者等向けの電話相談

 地域の小児医療体制の補強と医療機関の機能分化の推進

 全国どこでも患者の症状に応じた適切なアドバイスが受けられる

• 小児患者の症状に応じた迅速な対応

• 緊急性の有無を伝えることによる保護者の不安解消

 地域医療介護総合確保基金により支援（平成26年度～）

実施状況

事業概要 平成16年に13都道府県から開始 → 平成22年には47都道府県へ
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16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

相談総件数

実施
都道府県数

13 26 33 43 44 46 47 47 47 47 47 47 47

年間相談
件数

34,162 99,968 141,575 213,412 297,518 428,368 465,976 526,810 532,459 568,206 630,659 753,096 864,608

#8000 全国相談件数（平成16年度～平成28年度）
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出典：厚生労働省医政局地域医療計画課調べ

（注）電話相談を受けた小児科医、看護師等による回答ぶりについて集計したものであって、実際の受療行動ではない。

実施都道
府県数

43 44 46 47 47 47 47 47 47 47

年間相談
件数

213,412 297,518 428,368 465,976 526,810 532,459 568,206 630,659 753,096 864,608

対応結果別割合（平成19年度～平成28年度比較）

すぐ１１９番通報
するか、病院へ

心配はないが何
かあれば病院へ

今晩でなくても
かかりつけ医へ

その他
(主に育児相談）
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#8000の認知度（調査）

平成26年7月に施行した「母子保健に関する世論調査」
内閣府大臣官房政府広報室
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70歳以上(418)
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国民（小児の保護者等）

#8000情報収集分析事業
≪背景≫
 全国の都道府県で実施されており、保護者の不安軽減に役立っている。
 相談件数は増加傾向で、平成28年は年間約86万件。

（平成26年：63万件、平成27年：75万件）
 現状では相談事例情報の全国的な集計がなされていない。

≪目的≫

 相談内容について、情報収集および分析を行う。子どもの病気、けが等のリスク評価、家庭看護の実態についてのデータ解
析が可能となる。自治体と連携し、救急受診についてのより有効な保護者啓発に活用する。

 相談員の教育に活用する。

全国での啓発活動を企画

相談対応者の研修会

・地域で支える小児救急医療
・家庭看護の充実を推進

・相談対応者の対応能力が向上
・質の担保を図る

提供する情報
・ 病状の緊急性と対応
・ 保健相談
・ 有用な情報源の紹介など（必要に応じて）

電話相談を提供
休日・夜間に実施

（深夜帯等、一部実施していない時
間帯のある県もある）

#8000事業
（都道府県が実施）

データ（相談情報等）の収集・分析

相談 啓蒙、情報還元

平成30年度予算額：31,693千円

〔平成29年度より国が実施〕
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○ 情報収集・分析システムの作成
・ 全都道府県の#8000事業における相談対応記録を、クラウド上で収集し、分析が可能となるシステム（以下「本システム」。）を構築した。
・ タブレット端末からの入力も可能とした。
・ 各都道府県の管理者は、本システムにアクセスすることで、集計結果等をいつでも確認することが可能である。

○ システム使用が難しい相談対応者への配慮
・ パソコン等の利用に慣れていない相談対象者に対し、入力に慣れるための研修を行うとともに、マークシートの利用（後に、分析ソフトを
用いて本システムへデータを一括入力。）を可能とした。

平成29年度#8000情報収集分析事業 分析結果の概要

 子ども医療電話相談事業（#8000事業）は、全都道府県で実施され、相談件数は年々増加しており（平成28年度：約86万件）、保護者の不安軽減
とともに、時間外外来受診による医師の負担の軽減に役立っている。

 しかし、これまで、相談事例情報の全国的な集計がなされていなかった。
 相談対応者の質の向上と保護者への啓発等を目的に、相談内容や対応等に関する情報を収集・分析するために、本事業を開始した。

１．事業の趣旨

２．事業の概要

○ 平成30年２月１日～平成30年３月1日（28日間）

○ 北海道、埼玉県、富山県、岐阜県、広島県の５道県

○ 基本情報 ： 相談件数、相談日時・曜日
○ 相談対象児の情報 ： 性別、年齢、主訴、相談の分類、兄や姉の有無（※弟・妹ではない）、発症時期、相談前の受診の有無
○ 相談者の情報 ： 続柄、年代、満足度（相談対応者からの印象）
○ 相談対応者の情報 ： 相談業務経験年数、相談対応時間、緊急度判定、医師による助言の有無、受診すべきと考えた診療科、対応感想 等

※ 情報収集項目の決定に際しては、各道県の#8000事業担当者や看護師等と検討会を行い、短時間で容易に聴取可能であること、各道県のこれまでの
記録項目を網羅すること、自治体の政策に資すると考えられる項目が含まれること等に留意した。

2

国民（小児の保護者等）

相談対応者の研修会
・地域で支える小児医療
・家庭看護の充実を推進

・相談対応者の対応能力が向上
・質の担保を図る

電話相談を提供
休日・夜間に実施

（深夜帯等、一部実施していない時
間帯のある県もある）

情報収集分析事業

相談

啓発、情報還元

〔創設：平成29年度〕

#8000事業
（都道府県が実施）

事業イメージ

（３）情報収集項目の例

（１）情報収集期間

（２）情報収集対象自治体

（４）情報収集方法
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発熱：39.2％、嘔気・嘔吐：11.0％、頭部以外の外傷：8.0％、咳：7.9％
頭部打撲：5.4％、発疹：4.9％。 （外科系の主訴が合計25.5％）

３．主な結果（５道県のまとめ）

（１）相談件数

都道府県 北海道(※1) 埼玉県(※1) 富山県 岐阜県 広島県(※1)

実施
体制

実施者
①道看護協会
②民間事業者

①県看護協会
②民間事業者

民間事業者 民間事業者
①県看護協会
②民間事業者

時間帯
①19時～23時
②23時～８時

（月～土）
19時～23時

（日）
９時～23時

19時～９時

（月～金）
18時～８時
（土・休日）
８時～８時

①19時～23時
②23時～８時

回線数
①１回線
②１回線

①２回線
②１回線

２回線 １回線
①２回線
②１回線

相談件数（件） 761 2,898 503 1,412 742

年少人口(※2)１万人
当たり相談件数（件） 12.5 31.4 38.8 52.8 19.4

小児科医師(※3)１人
当たり相談件数（件） 1.2 3.9 3.1 5.7 2.0

○全相談件数：6,327件

（※1）看護協会の対応した相談のみ情報収集

（２）曜日・時間帯

曜日 月(※4) 火 水 木 金 土 日

相談件数（件） 1,042 700 755 766 752 765 1,547

（※4）祝日を含む

時間帯
（時）

0
｜
16

16
｜
17

17
｜
18

18
｜
19

19
｜
20

20
｜
21

21
｜
22

22
｜
23

23
｜
24

相談件数の
割合（％） 20.1 2.6 2.5 3.6 22.2 20.8 15.8 11.1 1.5

（３）相談対象児の性別・年齢
相談対象児年齢 割合（％）

１歳未満 13.8

１歳～２歳未満 12.4

２歳～３歳未満 7.7

３歳～４歳未満 6.1

４歳以上 23.2

未記入 36.9

相談対象児
性別

割合（％）

男児 32.4

女児 26.7

不明・未記入 40.9

（４）主訴

救急医療相談(a)：19.1％、医療機関案内(b)：8.0％、 a+b ：15.9％
医療全般：8.6％、ホームケア：5.7％、薬：2.1％、育児相談：0.4％

（５）相談の分類

（９）相談対応者の相談業務経験年数別の緊急度判定

相談対応時間 割合（％）

２分未満 5.3

２～３分未満 14.0

３～４分未満 20.0

４～５分未満 18.4

５～６分未満 14.0

６～７分未満 9.0

７～10分未満 13.1

10分以上 5.6

その他・未記入 0.5

○相談者の続柄 母親：73.8％、父親：11.2％、祖母：0.5％、その他・未記入：14.4％
○相談者の年代 30代：28.4％、20代：8.8％、40代：6.6％、その他・未記入：56.1％
○兄姉の有無 「いる」：12.5％、「いない」：12.7％、不明・未記入：74.8％

（６）相談者の続柄・年代、相談対象児の兄姉の有無

○発症時期 「さっきから」：39.3％、「昼頃から」：5.0％、「朝から」：0.5％
「それ以前から」：19.8％、未記入：30.7％

○相談前の受診 あり：23.8％、なし：48.5％、未記入：27.7％

（７）発症時期、相談前の受診の有無

（８）相談対応時間、相談対応者による緊急度判定、医師による助言の有無

(※５)

（※5）0～16時の合計値

医師の助言 割合（％）

なし 25.1

あり 0.3

医師が対応
0.0

（１件）

未記入 74.6

119番をすすめた

0.6%

直ぐに病院にいくよ

うにすすめた

19.9%

翌日に受診するこ

とをすすめた

25.4%

何かあれば受診す

ることをすすめた

32.5%

受診をする

必要はない

12.6%

その他・未記入

8.9%

相談対応者による緊急度判定

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５年未満

５年以上10年未満

10年以上

119番をすすめた 直ぐに病院にいくようにすすめた

翌日に受診することをすすめた 何かあれば受診することをすすめた

受診をする必要はない その他・未記入

（10）満足度
（相談対応者の印象）

満足度 割合（％）

満足した 60.3

普通 36.2

不満気 0.6

不明・未記入 2.9

（※2）年少人口：15歳未満（2015年国勢調査）
（※3）2016年医師・歯科医師・薬剤師調査

事業報告書より引用改変
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４．結果の分析及び考察

・ 今年度は対象が５道県と少なく、各道県の実施時間帯も異なることから、曜日ごと・時間帯ごとの相談件数について、精緻な検討は困難であった。本事業
に協力いただける都道府県数を増やした上で、分析する必要がある。

・ 各道県の「年少人口１万人当たり相談件数」には差があり、各道県内においても、「二次医療圏別の年少人口１万人当たり相談件数」に地域差が認められ
た。各地域における小児医療提供体制の違いの他に、#8000事業に係る普及・啓発活動の取組状況等が影響している可能性も考えられた。

・ 日曜・祝日以外は曜日による相談件数の差を認めなかった。
・ 時間帯については、18～23時に相談が集中しており、時間帯毎の相談件数を踏まえて、必要な回線数・相談対応者数について検討する必要がある。

・ 性別については、「未記入」が多く、性別による主訴の違い等の分析は困難であった。
・ 年齢については、３歳未満の割合が高く（「未記入」を除くと半数以上。）、共働きの保護者の子育て支援の意義もあるため、普及・啓発に際して、保育機関
等との連携が有効な可能性もある。

・ 発熱や嘔気・嘔吐等の内科系主訴の他に、頭部打撲や頭部以外の外傷を含む外科系主訴が約４分の１あり、今後、電話相談マニュアルや相談対応者研
修における外科系主訴に関する内容の充実に資する情報や、地域における外科系疾患の医療体制の充実に資する情報を、発信する必要がある。

・ 症状、薬、ホームケア等の相談以外に、医療機関案内のニーズも多く、#8000事業のみではなく、各自治体における医療機関案内のウェブサイトや「こども
救急ガイドブック」等も一層周知していく必要がある。

・ 約３分の１の相談対象児は、#8000利用前に医療機関を受診しており、その多くは内科系主訴であった。医療機関においては、患者、保護者等に対し、時
間経過とともに予想される状況やその対応について十分な説明を行うとともに、各自治体においては、急な病気やケガ等への対応に関する情報について、
「こども救急ガイドブック」等を通じて、啓発していく必要性が示唆された。

①相談件数

・ 相談対応時間は、３～５分未満が多かったが、20分以上を要した事例も24例（0.4％）あった。相談対応に長時間を要する事例において、どの様な特徴があ
るのか等を、事例数を増やして検討する必要がある。

・ 相談対応者による緊急度判定について、各道県による差及び相談経験年数による差が認められ、均てん化の必要性が示唆された。
・ 相談業務経験年数が長い相談対応者は、マニュアルのみに拠らず、経験に即した緊急度判定を行っている可能性があった。質の向上のため、判定の差が
生じやすい主訴を把握するとともに、自治体又は事業者内における相談対応者同士の事例検討等が必要ではないかという分析者の意見もあった。

（２）相談対応者に関する分析及び考察

（１）相談内容に関する分析及び考察

○ 「未記入」を減少させる必要がある。

○ 対象都道府県数を増加させる必要がある。

○ 相談対応者の質の均てん化に資する情報を得る必要がある。

５．課題と目標
入力方法の周知、必須項目と非必須項目の明確化

全都道府県の約半数を目標とする

分析対象件数を増やし、判定の差が生じやすい主訴
を把握する等、より詳細な分析を行う。

事業報告書より引用改変

③相談対象児の性別・年齢

②曜日・時間帯

①相談対応時間

⑥相談前の受診の有無

⑤相談の分類

④主訴

②緊急度判定
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国による周知の取組
これまで、国においても、#8000の周知をはじめとした医療の適切なかかり方について、ポスター等による広報

を行っている。

※このほか、劇場版「コードブルー」とタイ
アップし、医療機関へのかかり方を啓発
するポスターの作成も実施。

「それいけ！アンパンマン」が＃８０００公式キャラクターに（2016年）
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○病院に行った方がいいの？

○救急車を呼んだ方がいいの？

○応急手当はどうしたらいいの？

概 要

住民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだほうがいいのか、今すぐ病院に

行ったほうがいいのかなど迷った際の相談窓口として、専門家から電話でアドバイスを受
けることができる。

相談を通じて、病気やけがの症状を把握した上で、以下をアドバイス。
○救急相談

例）緊急性の有無※１、応急手当の方法、受診手段※２

○適切な医療機関を案内※３

※１ 直ちに医療機関を受診すべきか、2時間以内に受診すべきか、24時間以内か、明日でも良いか等。
※２ 救急車を要請するのか、自分で医療機関に行くのか、民間搬送事業者等を案内するのか。
※３ 適切な診療科目及び医療機関等の案内を行う。

【イメージ図】

医療機関の案内

住民
 医師・看護師・相談員が相談に対応

・病気やけがの症状を把握

・緊急性、応急手当の方法、受診手段、

適切な医療機関などについて助言

 相談内容に緊急性があった場合、

直ちに救急車を出動させる体制を構築

 原則、２４時間３６５日体制

迅速な救急車の出動

緊急性の高い症状

#7119（救急安心センター事業）

緊急性の低い症状

専用回線
（♯７１１９）

#7119（救急安心センター事業）の全国展開
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背 景

・救急出動件数は年々増加傾向を示している。 （H18年から約19％増）
・救急車の現場到着時間も遅延している。 （H18年から約29％増）

#7119の普及促進について、救急車の適正利用の推進及び緊急度判定体
系の普及の観点から、極めて有効

現在の状況

救急業務のあり方に関する検討会（H27）

総務大臣の国会答弁（衆・総務委H28.2.23）

救急車の到着ですとか病院への搬送が非常におくれるということによって、
救われる命も救われない可能性が出てまいります。これまでも、#7119です
とか、必ずしも急に救急車を呼ばなくても電話で相談をできる、こういう窓口
も用意してまいりましたし、また、啓発活動というのも大変重要だと思ってお
ります。

通知の発出（H28.3.31）

#7119の導入に向け積極的に取り組むよう依頼

総務大臣の国会答弁（参・総務委H28.11.22）

私も、これは全国展開したいと考えまして、昨年（消防庁）長官にもですね、相当
この働きかけを頼んだところでございます。

救急出動の適正化や不要不急の時間外診療の抑制に効果があり、真に救急対応が必
要な患者の掘り起こしにつながるなど大きな成果が期待できる#7119の全国への拡大

日本医師会 平成30年度予算要望書（抜粋）

救急に関する世論調査

積極的に進め

るべきだと思う
54.0%

どちらかというと積極

的に進めるべきだと

思う 22.6%

どちらともいえな

い 3.8%

わからない
4.4%

どちらかというと慎重に

進めるべきだと思う
8.5%

慎重に進める

べきだと思う
6.8%救急に関する

世論調査では、
7割以上の方
が、♯7119を
積極的に進め
るべきと回答。

（平成29年7月調査）

総数
1,790人

（分）

約19％増加

約15％増加

約23％増加

約29％増加

０
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○潜在的な重症者を発見し救護
緊急(救急車)で即受診と判断された件数は、

約38万件のうち約48,000件（東京消防庁H28）

○軽症者の割合の減少

H18 60.3％ → H29(速報値)54.1％（東京消防庁）

※軽症者の減少割合に相当する人数は、救急医療相談件数
（119番転送件数を除く）の約半数

○不急の救急出動の抑制
・窓口の設置後、救急出動件数の増加率が抑制

東京：H18年からH28年(速報値)の増加率12.52％（全国平均より6.04ﾎﾟｲﾝﾄ減）
大阪：H22年からH28年(速報値)の増加率13.25％（全国平均より0.48ﾎﾟｲﾝﾄ減）

・＃7119の相談件数約38万件（H28）であり、＃7119がなかった場合、約52％である 7万3千件が119番通報さ
れ、現在の救急体制では対応が極めて困難（東京消防庁）
※急な病気やケガをした時に、もし、「♯7119」「受診ガイド」がなかったらどのような行動をとりますか

⇒ 119番通報する 51.9％ （東京消防庁 消防に関する世論調査 Ｈ28）

・管轄面積が広く出動から帰署まで長時間。１台が出動すると他の署所の救急車が遠方から出動することにな
り、相談窓口を設けて、救急車の適正利用を推進（田辺市）

① 救急車の適正利用

実施効果

※救命へと繋がった多数の奏功事例が報告されている。（例）

５０代女性 就寝前からの胸痛が続き相談
搬送後 医療機関で緊急カテーテル 予後良好

６０代男性 急にろれつがまわらなく家族が相談
搬送後 医療機関でt-PA 後遺症なし

地域の限られた救急車を有効に活用し、緊急性の高い症状の傷病者にできるだけ早く
救急車が到着できるようにすることに加え、住民が適切なタイミングで医療機関を受診で
きるよう支援するためのもの。

目的
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○医療機関における救急医療相談数の抑制や♯7119を紹介し病院業務に
専念 （神戸市の調査では、事業開始後病院への相談件数が約24％減少）
２次救急病院（48病院）、市民病院群（３病院）

○医療機関における時間外受付者数が減少
（札幌市A病院：平成26年94.7％ 平成27年93.1％ 平成28年91.9％）

○横浜市救急相談センターへの相談件数は年間約11万5千件。
約73％が救急車以外での受診を勧奨（橙・黄・緑）。
約23％の2万6千件が翌日受診の勧奨・経過観察と判断（緑・白）

○医療費適正化効果として大きな効果が見込まれる。
また、規模が大きくなるほど、大きな効果が期待される。

救急医療機関の受診の適正化

H28.1.15～H29.1.14 救急相談データ
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医療費適正化効果イメージ図

適正化効果試算結果

時間外受付者数の変化
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４ 普及状況と人口カバー率

【＃7119以外の番号で実施している団体】(県単位の実施)

山形県、栃木県、千葉県、香川県

※24時間体制ではない

【実施団体】

都道府県全域

宮城県（約233万人）、埼玉県（約727万人）、
東京都（約1,352万人）、新潟県（約230万人）
大阪府内全市町村（約884万人）
奈良県（約136万人）、福岡県（約510万人）

一部実施

札幌市周辺（約205万人）、横浜市（約372万人）
神戸市（154万人）、田辺市周辺（約9万人）

【平成30年度以降、実施予定の団体】

鳥取県
広島市周辺

※奈良県、福岡県については、事業の位置づけについて整理中
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国民の
『３７．９％』

平成30年４月１日現在

※人口は平成27年国勢調査による



実施団体の認知度

相談実績は

地域差なく、概ね
人口の3～7％

各団体における広報媒体の種類

○ 事業の認知度の向上が、利用率の向上につながり救急車の適正利用とともに、住民の受診行動の適正化に

つながることから、集積した効果的な広報を水平展開していく

＜ポスター＞ ＜ステーションジャック＞＜リーフレット＞
神戸市

＜母子健康手帳＞
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○ 昨年度、緊急度判定体系の普及ワーキンググループにおいて、緊急度判定支援ツールについて検討
し、

本年５月に「Ｑ助（全国版救急受診アプリ）」の無料提供を開始した。

○ 住民が急な病気やけがをしたときに、医療機関を受診するタイミングや手段、利用できる医療機関及び
受診手段の情報を提供し、緊急度に応じた必要な対応を支援するもの。

・症状に応じて項目を選択すると、緊急度判定
の結果が表示(赤・黄・緑・白)

・大人43項目、小児32項目対応
・病院・診療所検索、タクシー検索が可能

普及・利用方法

• アプリについては、平成30年８月27日現在ダウンロード数
189,879件

• アプリの容量は２ＭＢ（軽い）
• 消防庁ＨＰ「Ｑ助」サイトで、スマホ版がダウンロード可能の ほ

か、Web版でも閲覧が可能

内容

Q助案内サイト
普及用チラシ
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○ Q助（全国版救急受診アプリ）の普及



34

⑥医療機能情報提供制度



医療機能情報提供制度について

医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報
（医療機能情報）について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、
わかりやすく提供する制度

創設前

 医療機関等の広告
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による広報

※ 医療機関等からの
任意情報

 院内掲示 等

現行制度

（平成19年4月～）

医

療

機

関

等

都
道
府
県

住

民

 医療機関等管理者
は、医療機能情報
を都道府県に報告

 集約した情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で
わかりやすく提供

 医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言

 医療機能情報を医療機関等において閲覧に供すること（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可）
 正確かつ適切な情報の提供（努力義務）
 患者等からの相談に適切に応ずること（努力義務）

① 管理・運営・サービス等に関する事項（基本情報（診療科目、診療日、
診療時間、病床数等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担等）

② 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（広告可能なもの）、
保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンド
オピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等）

③ 医療の実績、結果等に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等）

① 必要な情報は一律提供
② 情報を集約化
③ 客観的な情報をわかり

やすく提供
④ 相談助言機能の充実

視点

医療機能情報の具体例

医療機関等に関する
情報を入手する手段

35



36



37



38



医療機能情報提供制度の利用実態
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○ 医療機能情報提供制度の認知度は１１％。利用者のうち91％は役立ったと評価している。

出典：平成29年度厚生労働科学研究（研究代表者：福井次矢、研究課題：医療情報の適切な評価・提供及び公表等の推進に関する研究）
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